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条

例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
六
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
六
号
中
「
受
領
証
」
の
下
に
「
及
び
書
面
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
中
泊
町
」
の
下
に
「
、
野
辺
地
町
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
五
戸
町
」
の
下
に
「
、
田
子
町
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
中
「
平
内
町
」
の
下
に
「
、
蓬
田
村
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
中
「
今
別
町
」
の
下
に
「
、
蓬
田
村
」
を
加
え
、
「
市
町
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、

第
三
十
五
条
及
び
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た

処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
同
日
以
後
に
お
い
て
当
該
事
務
を
管
理
し
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

前
項
に
規
定
す
る
事
務
（
改
正
後
の
条
例
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
）
に
関
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
申
請

そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

４

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
（
平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
中
「
平
内
町
」
の
下
に
「
、
蓬
田
村
」
を
加
え
る
。

青
森
県
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
七
号

青
森
県
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
住
宅
の
質
の
向
上
及
び
円
滑
な
取

引
環
境
の
整
備
の
た
め
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
務

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
に
関
す
る
事
務

三

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
の
承
認
に
関
す
る
事
務

四

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
建
築
に
係
る
住
宅
の
容
積
率
の
制
限
の
特
例
の
許
可
に
関
す
る
事
務

五

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
に

関
す
る
事
務

六

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
に
基
づ
く
地
位
の

承
継
の
承
認
に
関
す
る
事
務

別
表
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
認
定
申

請
手
数
料

法
第
五

条
第
一

項
か
ら

第
三
項

新
築

の
場

合

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
の
二

第
五
項
に
規
定
す
る
確
認
書

一
万
二
千
円
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ま
で
の

規
定
に

よ
る
一

戸
建
て

の
住
宅

（
住
宅

の
用
途

以
外
の

用
途
に

供
す
る

部
分
を

有
し
な

い
も
の

に
限
る
。

以
下
同

じ
。
）

に
係
る

申
請
の

場
合

（
以
下
「
確
認
書
」
と
い
う
。
）

若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
住

宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の

写
し
（
以
下
「
確
認
書
等
」
と

い
う
。
）
を
添
付
す
る
場
合

そ
の
他
の
場
合

四
万
六
千
円

増
築

又
は

改
築

の
場

合

確
認
書
又
は
そ
の
写
し
を
添
付

す
る
場
合

一
万
八
千
円

そ
の
他
の
場
合

六
万
九
千
円

法
第
五

条
第
一

項
か
ら

第
四
項

ま
で
の

新
築

の
場

合

確
認

書
等

を
添

付
す

る
場

住
戸
の
数
（
以
下

「
戸
数
」
と
い
う
。
）

が
五
以
下
の
場
合

二
万
二
千
円

戸
数
が
六
以
上
十
以

三
万
七
千
円
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規
定
に

よ
る
共

同
住
宅

等
（
共

同
住
宅
、

長
屋
そ

の
他
一

戸
建
て

の
住
宅

以
外
の

住
宅
を

い
う
。

以
下
同

じ
。
）

に
係
る

申
請
の

場
合

合

下
の
場
合

戸
数
が
十
一
以
上
二

十
五
以
下
の
場
合

六
万
二
千
円

戸
数
が
二
十
六
以
上

五
十
以
下
の
場
合

九
万
九
千
円

戸
数
が
五
十
一
以
上

百
以
下
の
場
合

十
五
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二

百
以
下
の
場
合

二
十
五
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上

三
百
以
下
の
場
合

三
十
二
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上

の
場
合

三
十
七
万
円

そ
の

他
の

場
合

戸
数
が
五
以
下
の
場

合

十
万
円

戸
数
が
六
以
上
十
以

下
の
場
合

十
七
万
円

戸
数
が
十
一
以
上
二

十
五
以
下
の
場
合

三
十
四
万
円

戸
数
が
二
十
六
以
上

六
十
一
万
円
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五
十
以
下
の
場
合

戸
数
が
五
十
一
以
上

百
以
下
の
場
合

百
五
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二

百
以
下
の
場
合

百
九
十
五
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上

三
百
以
下
の
場
合

二
百
七
十
九
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上

の
場
合

三
百
四
十
二
万
円

増
築

又
は

改
築

の
場

合

確
認

書
又

は
そ

の
写

し
を

添
付

す
る

場
合

戸
数
が
五
以
下
の
場

合

三
万
三
千
円

戸
数
が
六
以
上
十
以

下
の
場
合

五
万
五
千
円

戸
数
が
十
一
以
上
二

十
五
以
下
の
場
合

九
万
三
千
円

戸
数
が
二
十
六
以
上

五
十
以
下
の
場
合

十
四
万
円

戸
数
が
五
十
一
以
上

百
以
下
の
場
合

二
十
二
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二

三
十
八
万
円
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百
以
下
の
場
合

戸
数
が
二
百
一
以
上

三
百
以
下
の
場
合

四
十
九
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上

の
場
合

五
十
五
万
円

そ
の

他
の

場
合

戸
数
が
五
以
下
の
場

合

十
六
万
円

戸
数
が
六
以
上
十
以

下
の
場
合

二
十
六
万
円

戸
数
が
十
一
以
上
二

十
五
以
下
の
場
合

五
十
一
万
円

戸
数
が
二
十
六
以
上

五
十
以
下
の
場
合

九
十
二
万
円

戸
数
が
五
十
一
以
上

百
以
下
の
場
合

百
五
十
八
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二

百
以
下
の
場
合

二
百
九
十
三
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上

三
百
以
下
の
場
合

四
百
十
九
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上

五
百
十
三
万
円
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の
場
合

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
場
合

法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
共
同
住
宅
等
に
係
る
申
請

の
場
合
の
う
ち
増
築
又
は
改
築
の
場
合

の
戸
数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定

め
る
額

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更

の
認
定
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
変
更
認

定
申
請
手
数
料

新
築
の

場
合

確
認

書
等

を
添

付
す

る
場

合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

六
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

の
場
合

一
万
千
円

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
の
場
合

一
万
八
千
円

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

三
万
千
円

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

四
万
九
千
円

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

七
万
六
千
円

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

十
二
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

十
六
万
円

― 9 ―



の
共
同
住
宅
等
の
場
合

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
の
場
合

十
八
万
円

そ
の

他
の

場
合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

二
万
三
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

の
場
合

五
万
四
千
円

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
の
場
合

八
万
六
千
円

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

十
七
万
円

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

三
十
万
円

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

五
十
二
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

九
十
七
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

百
三
十
九
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

百
七
十
一
万
円

― 10 ―



宅
等
の
場
合

増
築
又

は
改
築

の
場
合

確
認

書
又

は
そ

の
写

し
を

添
付

す
る

場
合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

九
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

の
場
合

一
万
六
千
円

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
の
場
合

二
万
七
千
円

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

四
万
六
千
円

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

七
万
四
千
円

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

十
一
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

十
九
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

二
十
四
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
の
場
合

二
十
七
万
円

そ
の

他
の

場
合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

三
万
四
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

八
万
千
円
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の
場
合

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
の
場
合

十
三
万
円

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

二
十
五
万
円

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

四
十
六
万
円

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

七
十
九
万
円

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
の
場
合

百
四
十
六
万
円

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
の
場
合

二
百
九
万
円

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
の
場
合

二
百
五
十
六
万
円

別
表
第
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
（
譲
受
人
決
定
）
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
変
更
（
譲
受
人
決
定
等
）
認
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
認
定
計
画
実
施
者
の
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
に
基
づ
く
」
に
、
「
認

定
計
画
実
施
者
地
位
承
継
承
認
申
請
手
数
料
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
地
位
承
継
承
認
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

長
期
優
良
住
宅
容

十
六
万
円
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る
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

に
基
づ
く
建
築
に
係
る
住
宅
の
容
積

率
の
制
限
の
特
例
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

積
率
制
限
特
例
許

可
申
請
手
数
料

六

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
旧
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
の
変
更
の
認
定
（
旧
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

特
定
長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画
変

更
認
定
申
請
手
数

料

新
築
の

場
合

知
事

が
定

め
る

書
面

に
よ

り
旧

法
第

六
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

六
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

に
係
る
住
戸
の
場
合

一
万
千
円
を
一
の
共
同
住
宅
等
に
係
る

住
戸
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
旧
法
第
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
五

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変

更
の
認
定
の
申
請
の
数
（
以
下
「
変
更

認
定
申
請
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て

得
た
額

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

一
万
八
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

三
万
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

四
万
九
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

七
万
六
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
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共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

し
て
得
た
額

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

十
二
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

十
六
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

十
八
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

そ
の

他
の

場
合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

二
万
三
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

に
係
る
住
戸
の
場
合

五
万
四
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

八
万
六
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

十
七
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

三
十
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額
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場
合

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

五
十
二
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

九
十
七
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

百
三
十
九
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で

除
し
て
得
た
額

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

百
七
十
一
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で

除
し
て
得
た
額

増
築
又

は
改
築

の
場
合

知
事

が
定

め
る

書
面

に
よ

り
旧

法
第

六
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

九
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

に
係
る
住
戸
の
場
合

一
万
六
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

二
万
七
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

四
万
六
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

七
万
四
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
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げ
る

基
準

に
適

合
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

し
て
得
た
額

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

十
一
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

十
九
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

二
十
四
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

二
十
七
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

そ
の

他
の

場
合

一
戸
建
て
の
住
宅
の
場
合

三
万
四
千
円

戸
数
が
五
以
下
の
共
同
住
宅
等

に
係
る
住
戸
の
場
合

八
万
千
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
六
以
上
十
以
下
の
共
同

住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

十
三
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
し

て
得
た
額

戸
数
が
十
一
以
上
二
十
五
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

二
十
五
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
二
十
六
以
上
五
十
以
下

四
十
六
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除
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の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

し
て
得
た
額

戸
数
が
五
十
一
以
上
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

七
十
九
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
百
一
以
上
二
百
以
下
の

共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の
場

合

百
四
十
六
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で

除
し
て
得
た
額

戸
数
が
二
百
一
以
上
三
百
以
下

の
共
同
住
宅
等
に
係
る
住
戸
の

場
合

二
百
九
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数
で
除

し
て
得
た
額

戸
数
が
三
百
一
以
上
の
共
同
住

宅
等
に
係
る
住
戸
の
場
合

二
百
五
十
六
万
円
を
変
更
認
定
申
請
数

で
除
し
て
得
た
額

七

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
旧
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
の
変
更
の
認
定
（
旧
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

特
定
長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画
変

更（
譲
受
人
決
定
）

認
定
申
請
手
数
料

六
千
円

八

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

特
定
長
期
優
良
住

三
千
円
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定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
旧
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の

認
定
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
の
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

宅
建
築
等
計
画
認

定
地
位
承
継
承
認

申
請
手
数
料

別
表
の
備
考
の
第
一
号
を
削
り
、
同
備
考
の
第
二
号
中
「
法
」
を
「
旧
法
」
に
、
「
第
二
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
備
考
の
第
一
号
と
し
、
同
備
考
の
第
三
号

中
「
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
）
又
は
旧
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
六
条
第
二
項
」
に
、
「
及
び
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
、

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
及
び
特
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
」
に
、
「
又
は
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
六
号
」
に
、

「
同
時
に
法
」
を
「
同
時
に
旧
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
備
考
の
第
二
号
と
し
、
同
備
考
の
第
四
号
中
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

認
定
申
請
手
数
料
及
び
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
特
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
備
考
の
第

三
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
八
号
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青
森
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

第
一
条
第
一
号
中
「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八
号
中
「
空
気

銃
」
の
下
に
「
並
び
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中

「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

法
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
に
関
す
る
事
務

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

法
第
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
射
撃
の
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
に
関
す
る
事
務

別
表
第
一
号
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
に
、
「
ロ
に
」
を
「
ロ
及

び
ハ
に
」
に
、

「

」
を
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「

」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
」
の
下
に

「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
、
同
表
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
八
号
中
「
又
は
空
気
銃
」
を
「
若
し
く
は
空

気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
」
に
、
「
猟
銃
等
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
を
「
猟
銃
等
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
に
、

「

」
を

「
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」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
九
号
と
し
、
同
表
第
七
号
中
「
銃
砲
又

は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
え
再
交
付
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
え
再
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
八

号
と
し
、
同
表
第
六
号
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
国
際
競
技
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
国
際
競
技
銃
砲
等
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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別
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
当
該
各
号
の
更
新
に
係
る
猟
銃
等
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
の
額
は
、
表
の
第
九
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
四
千
八
百
円
と
し
、
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
四
千
四
百
円
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
者
が
、
更
に
同
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
者
が
、
更
に
同
号
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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